
○美里町浄化槽法施行細則 

平成２６年３月２６日規則第６号  

     改正  

        令和２年３月３１日規則第６号 

（趣旨） 

第１条  この規則は、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号。以下「法」とい

う。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（浄化槽の設置等の届出） 

第２条 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に

関する省令（昭和６０年厚生省令・建設省令第１号）第３条第１項又は第４条

第１項の規定による届出書は、同省令に定めるもののほか、次に掲げる書類を

添えて町長に提出するものとする。  

(1) 埼玉県建築基準法施行細則（昭和３６年埼玉県規則第１５号）第６条第

１項第３号に規定する調書 

(2) 排水系統図 

(3) 法第７条第１項に規定する検査に係る検査依頼書の写し（法第５７条第

１項に規定する指定検査機関に検査手数料を支払ったことを証する書類を含

む。） 

(4) 法第１３条第１項又は第２項の規定による認定を受けた浄化槽にあって

は、それを証する書類 

（浄化槽の使用開始報告） 

第３条 法第１０条の２第１項の規定による報告は、浄化槽使用開始報告書（様

式第１号）を町長に提出して行うものとする。 

（技術管理者の変更報告） 

第４条 法第１０条の２第２項の規定による報告は、浄化槽技術管理者変更報告

書（様式第２号）を町長に提出して行うものとする。  

（浄化槽管理者の変更報告） 

第５条  法第１０条の２第３項の規定による報告は、浄化槽管理者変更報告書

（様式第３号）を町長に提出して行うものとする。  

（浄化槽の使用休止届出） 

第６条 環境省関係浄化槽法施行規則（昭和５９年厚生省令第１７号。以下「省

令」という。）第９条の３の規定による届出書は、町長に提出するものとする。  

（浄化槽の使用再開届出） 

第７条 省令第９条の４の規定による届出書は、町長に提出するものとする。  

（浄化槽の使用廃止届出） 

第８条 省令第９条の５の規定による届出書は、町長に提出するものとする。  

（提出部数）  



第９条 第２条に規定する届出書の提出部数は、正本１通及び副本２通とする。  

２ 第３条から前条までに規定する報告書等の提出部数は、正本１通及び副本１

通とする。  

（その他）  

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。  

附 則 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 


